
 

 
 
 
 
 
 
 
 

安全・安心で持続可能な未来に向けた 
社会的責任に関する円卓会議 

の開催について 
 

（参考図表） 

 

 
平 成２０年６月 

円卓会議準備委員会



 
 

１．円卓会議の意義 

「安全・安心で持続可能な未来」の実現のためには、社会を構成する多様な主体（ステークホルダー）が、 

将来世代の利益に配慮しながら、それぞれの役割を果たすことが不可欠 

安全・安心で持続可能な社会を支える新たな枠組みとして、 

20年内に「安全・安心で持続可能な未来に向けた社会的責任に関する円卓会議」を設置 

参加と協働に基づく新たな“公”の枠組みの必要性 

政府が役割を押し付けるのではなく、広範なステークホルダーが，対話を通じて認識を共有し， 

協働して自ら解決にあたる新たな社会的合意形成や取り組み促進の枠組み（マルチステークホルダー・プロセス） 

“参加” ： 議論の全プロセスに当事者が参加し、問題意識を共有し，解決に向けた行動に加わる 

“協働” ： それぞれのリソースを持ち寄り、お互いが抱える課題を解決する 

  例）地球にやさしいモノづくりや、働く人を大切にする社会づくりを推進するためには、 
     消費者・生活者がライフスタイルを見直すことが必要 

多様な主体の役割発揮の鍵は、“参加”と“協働” 



 

 

 

 

 

＜円卓会議の特徴１＞  

各主体が問題意識を持ち寄り、

自らイニシアティブをもって取

り組む活動について議論。 

 

 

 

 

 

＜円卓会議の特徴２＞ 

各主体がボトムアップで選んだ

代表が参加。円卓会議の議論は、

各グループに還元。 
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２．円卓会議の主な目的 

各ステークホルダーが自ら選んだ代表が参集し、 

ⅰ）目指すべき未来像を共有し、実現に向けた協働を推進 

ⅱ）企業等の社会的責任の取組を支える環境整備を推進 

概ね2010年までに、目指すべき社会像、各ステークホルダーの取組、政府への政策提言を含む、 

「安全・安心で持続可能な未来への協働戦略」を策定。 

協働戦略の構成要素例 

①目指すべき社会像 

目指すべき安全・安心で持続可能な社会の姿とそこに至る道筋 

②分野別重点課題 

例えば持続可能な国民生活や地域社会のあり方など，①の実現に向けた具体的な社会的課題について，組織の社

会的責任の取組促進のあり方，各主体の協働のあり方やそれぞれが果たすべき役割，各主体が役割を果たす上で直

面する問題を克服するための方策 

③横断的課題 

一般の消費者・労働者・投資家の関心を高めるための普及啓発活動のあり方，持続可能な発展を支える人材の育

成・交流や調査研究の促進など，関連する各主体の能力向上（キャパシティ・ビルディング）の支援に向けた方策，

社会的責任投資（ないし責任投資）や社会的責任調達の促進策など横断的な市場環境の整備策など 



 

円卓会議の機構イメージ 

総 会 

（最高決定機関） 

・円卓会議を通じたステークホルダーの高次のコンセンサス形成の中枢 

・円卓会議における審議事項の大枠の決定、部会等の設置 

・協働戦略等の取りまとめ 

運営委員会 

（ステークホルダー主体の運営） 

・ステークホルダーの実務担当で構成 

・総会及び部会に対する審議事項案の提示 

・総会及び部会の運営の補佐 

・各グループ内の広範な主体への働きかけや意見集約の補佐 

３．円卓会議の機構・運営 

総会で高次のコンセンサスを形成するとともに、運営委員会を中心にステークホルダー主体の運営を確保 

部会Ａ 
 

・専門的な審議を行い，部会としての議決を行う 

・必要に応じ、ワーキンググループを設置 

（例）持続可能な生産と消費、持続可能な地域社会 

部会Ｂ 
 

・専門的な審議を行い，部会としての議決を行う 

・必要に応じ、ワーキンググループを設置 

（例）市場環境整備策、キャパシティ・ビルディング

 

事務局機能の一部をステークホルダー
が共同で担うため、課題に応じ適切な運
営体制を運営委員会で検討 

例１）ドラフティング・チーム方式 

部 会 

運営委 

ドラフティング・チーム 

取りまとめ審議をサポート 

各ＳＨから 
1人ずつ選任 

例２）共同事務局方式 

ワーキンググループ 
運営委 

常任の共同事務局 

各会議の企画・調査分析等 

各ＳＨから 
1人ずつ選任 



 

４．協働戦略の策定にいたる審議の流れ（イメージ） 
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ＷＧ① 

ＷＧ② 

基本構想部会（６回程度） 企画推進部会（１０回程度） 

協働戦略の枠組み案等 

について提言 

中間報告 最終報告 

例）市場環境整備、キャパシティ・ビルディング

例）持続可能な地域のあり方 

例）持続可能な生産・消費 例）基本理念・原則 

例）重点課題の選定 

ＷＧ① 

ＷＧ② 

ＷＧ③ 

総 会 総 会 総 会 

例）戦略の枠組み，目指すべき社会像等 例）戦略の具体化，目指すべき社会像（継続）等 



 20年内 円卓会議の発足 

20年 2月末～ 

内閣府と各グループの意見交換会 
      （事業者団体，労働組合，消費者団体等） 

 

各ステークホルダー・グループ 
 
 ○各グループ内の団体・個人への参加の呼びかけ 
○ネットワーク化の推進など体制整備 
○円卓会議で議論すべき審議事項の案について検討 
○委員候補の選出 

円卓会議の開催決定 

７月３日 国民生活審議会（総合企画部会） 

  ○円卓会議準備委員会からの報告 

  ○円卓会議開催に向けた最終取りまとめ 

円卓会議準備委員会 
 ※必要に応じて２～３回程度開催 

 ○周知活動の企画・実施（シンポジウムの開催等） 

 ○各ステークホルダーの状況報告 

 ○その他、発足までに必要な準備 

５．今後の予定 

5月～6月 円卓会議準備委員会 

 ※各ステークホルダーから推薦を受けた委員等で構成 

  ○円卓会議の運営のあり方の詳細 

○当面の審議事項・審議日程 

 



 

（参考１）欧州マルチステークホルダー・フォーラム 

欧州委員会 

労働者団体（２機関） 
・欧州労働組合連盟（ETUC） 
・欧州管理職会議（Eurocadres/CEC） 

経営者団体（４機関） 
・欧州産業連盟（UNICE） 
・欧州公共企業センター（CEEP） 
・欧州商工会（EuroCommerce） 
・欧州手工業・中小企業連合（UEAPME）

市民団体（７機関） 
・欧州消費者連合（BEUC） 
・欧州社会NGOプラットフォーム 
・グリーン８ 
・アムネスティ・インターナショナル 
・フェアトレード・ラベリング機構（FLO） 
・国際人権連合（FIDH） 
・オックスファム 

ハイレベル会合 

設置・主催 

商業ネットワーク（５機関） 
・欧州労働者協同組合・社会的協同組合・ 
労働者参加企業総連合会（CECOP） 

・欧州商工会議所（EuroChambres） 
・欧州産業家円卓会議（ERT） 
・ＣＳＲヨーロッパ 
・持続可能な発展のための世界商業会議（WBCSD） 

調整委員会 
欧州委員会＋ステークホルダー団体推薦 

知識ラウンドテーブル 
議長：企業・産業総局局長 

中小企業ラウンドテーブル 
議長：企業・産業総局局長 

透明性ラウンドテーブル 
議長：雇用・社会問題・機会均等総局局長  

 

開発ラウンドテーブル 
議長：開発総局局長、通商総局局長 

横断的イシュー 

競争力，社会的連帯，環境保護，消費者問題， 

国際的側面(人権，民主化，紛争解決)等 

オブザーバー（１１団体） 
・ＥＵ諸機関（欧州議会、欧州理事会、他） 
・経済協力開発機構（OECD） 
・国際労働機構（ILO） 
・国連環境計画（UNEP） 
・国連グローバルコンパクト 他 

ETUC推薦2人・UNICE推薦2人・ 

CSRヨーロッパ推薦2人・NGO推薦2人



  

（参考２）円卓会議に関するこれまでの検討経緯 

  ①国民生活審議会意見 「国民生活の安全・安心の確保策について」（平成19年6月４日） 

◆ 企業等の社会的責任の取組を支える環境整備を総合的かつ戦略的に推進するため、 
「社会的責任の取組促進に向けたステークホルダー円卓会議(仮称)」を開催。 
◆ 目的や検討課題，具体的な形態や運営方法は，今後の国民生活審議会にて更なる検討。 
 

  ②閣議決定 「長期戦略指針『イノベーション２５』」（平成19年6月1日） 

◆「国民生活における安全・安心の確保のため、法令や規制の枠組みを超えた企業等の自主的な取組を促す環境の整
備を目的として、事業者団体、消費者団体、労働組合、投資家、その他のＮＰＯの代表、専門家及び行政により構
成される『社会的責任の取組促進に向けたステークホルダー円卓会議（仮称）』を開催する等、官と民との新たなパ
ートナーシップの構築を推進する。」 

  ③消費者政策会議決定 「消費者基本計画の検証・評価・監視について」（平成19年7月3日） 

◆法令や規制の枠組みを超えた企業等の取組を促す環境整備のため、円卓会議を開催。 

 

  ④国民生活審議会第６回総合企画部会（平成20年3月11日） 

◆内閣府は４月以降、各ステークホルダー・グループから推薦を受けた委員等によって構成する「円卓会議準備委員会」

を設置し、平成20年 6月を目途に、円卓会議の運営のあり方についての検討結果を部会に報告。 

 

  ⑤国民生活審議会意見「消費者・生活者を主役とした行政への転換に向けて」（平成20年 4月3日） 

◆ 平成20年のできる限り早い時期に、「安全・安心で持続可能な未来に向けた社会的責任に関する円卓会議」を開催。 

国民生活審議会は、円卓会議準備委員会の検討を踏まえ、平成20年6月を目途に、円卓会議のあり方を取りまとめる。 

◆ 円卓会議は、概ね平成22年までに「安全・安心で持続可能な未来への協働戦略」を策定。 

 

⑥円卓会議準備委員会の設置（平成20年5月16日） 


